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監査等の結果について 

 

 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき監査等を執行しましたので、同条第９項の

規定により、その結果を次のとおり公表します。 

 

 

 

 平成２８年６月３０日 
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１ 監査年月日 

  平成２８年６月１６日（予備監査 平成２８年６月１日～７日） 

 

２ 監査箇所 

  教育委員会学校教育課 

   

３ 監査の対象 

  平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年５月３１日）における補助金及び交

付金の交付事務等 

 

４ 監査の方法 

教育委員会学校教育課から補助金の執行に関する書類の提出を求め、書類を監査すると

ともに事情聴取を実施した。 

 

５ 監査の結果 

補助金及び交付金の交付事務について、おおむね適正に行われているものと認められた。 

 

○軽微な留意事項 

   ・口頭により指摘又は指導した。 

 

 


